
旭川農業振興地域整備計画変更事務取扱要領

(趣旨)
第１条 この要領は，農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年 7月 1日法律第 58号。
以下「法」という。）第 13条に定める農業振興地域整備計画の変更及び農業振興地域の
整備に関する法律施行令（昭和 44年 9月 26日政令第 254号。以下「政令」という。）第
10条に定める農業振興地域整備計画に係る軽微な変更のうち，基礎調査の結果によるも
のを除く，申出等による変更に係る事務取扱に関し，必要な事項を定めるものとする。

（原則）

第２条 旭川農業振興地域整備計画は，優良な農地を確保・保全するとともに，農業振興

のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために定めた総合的な農業振興の計画

であり，うち農用地利用計画は，長期的な観点から農業上の利用を確保すべき区域を定

めたものであることから，その変更にあたっては，法，政令，農業振興地域の整備に関

する法律施行規則（昭和 44年 9月 26日農林省令第 45号）及び農業振興地域制度に関す
るガイドライン（平成 12年４月１日 12構改Ｃ第 261号農林水産省構造改善局長通知）
ほか各種通知に則り，関係機関との連携の上で慎重に行うこととする。

（農用地利用計画変更申出）

第３条 旭川農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更を希望する者は，農業振

興地域整備計画（農用地利用計画）変更申出書（別紙様式１）に第５条に定める書面を

添えて各２部（原本１部，写し１部）を市長に提出する。

（マスタープラン変更申出）

第４条 農用地区域外における農家住宅の建設等に伴い，旭川農業振興地域整備計画（以

下「計画」という。）のうちマスタープランの変更を希望する者は，農業振興地域整備計

画変更申出書（別紙様式２）に第５条に定める書面を添えて各２部（原本１部，写し１

部）を市長に提出する。

（変更申出書添付書面）

第５条 第３条及び第４条の変更申出書には，それぞれ次の書面を添付する。

(1) 農地転用を伴う場合，農地転用計画書（農業振興地域整備計画の変更に係る農地転

用許可権者との調整取扱要綱（昭和 48年 7月 18日農調第 1361号北海道農政部長通
知）に定める別記第３号様式）

(2) 土地登記事項証明書の写し

(3) 位置図

(4) 地番図

(5) 土地利用現況図

(6) 求積図

(7) 配置図

(8) 建築物または工作物等を設置する場合，その立面図及び平面図



(9) 地域の土地改良区との協議済書（別紙参考様式３）

(10) 地域の農業協同組合との協議済書（別紙参考様式４）
(11) 現況が山林の場合や植林する場合，地域の森林組合との協議済書（別紙参考様式５）
(12) 抵当権等が存在する場合，抵当権者の承諾書又はこれに代わるもの（別紙参考様式
６）

(13) 申出人が所有する土地でない場合は，土地所有者の同意書（別紙参考様式７）
(14) 公共事業が原因となり変更申請を行う場合は，「公共事業計画図」及び「損失補償協
議書」又は「売買契約書」

(15) 土地収用法に該当する場合，土地収用法第 26条第１項の規定による告示の写し
(16) 土地基盤整備事業の受益地である場合，事業実施主体との協議書
(17) 申出人が法人の場合，法人の登記事項証明書及び当該案件に関する議事録
（申出の取り下げ）

第６条 第３条及び第４条の変更申出書を提出した後に取り下げようとする者は，農業振

興地域整備計画変更申出取下書（別紙様式８）を市長に提出する。

（申出期限）

第７条 第３条及び第４条の申出書は，政令第 10条に定める軽微な変更に係るものを除き，
毎年５月，９月，１月末までに提出しなければならない。ただし，市長が特に必要と認

めたものについては，この限りではない。

（変更手続の開始）

第８条 市長は，提出された申出書について，計画の変更期間（変更計画案の縦覧から変

更公告までの期間）を除き，遅滞なく変更に係る手続きを開始する。

（確認及び意見聴取）

第９条 市長は，第３条及び第４条の申出書を受理したときは，農用地への編入及び用途

変更を除くものについて，別紙様式９により道営土地改良事業の確認を行うとともに，

政令第 10条に定める軽微な変更を除くものについて，旭川市農業委員会並びに申出地を
所管する土地改良区，農業協同組合及び必要に応じて森林組合ほか関係機関に意見聴取

を行う。

２ 旭川市農業委員会への意見聴取にあたっては，提出された申出書類及び添付書類の写

し１部を添付する。

（内部審査）

第 10条 市長は，第３条の申出に係る内容について旭川農業振興地域整備計画内部審査書

（別紙様式 10）及び関係書類を作成し，内部審査を実施する。
（計画変更案の縦覧）

第 11条 計画の変更を伴うもののうち，政令第 10条に定める軽微な変更を除くものにつ
いては，法第 11条に定める縦覧を行うこととし，その期間は公告の日から 15日間とす
る。



（知事協議）

第 12条 第３条の申出に係るもののうち，政令第 10条に定める軽微な変更を除くものに
ついては，計画変更案の公告・縦覧及び異議申出期間終了後，速やかに次の書類を作成

し北海道知事に協議を行う。

(1) 旭川農業振興地域整備計画変更協議書（別紙様式 11）
(2) 変更等理由書（別紙様式 12）
(3) 農用地利用計画変更案の縦覧公告文の写し
(4) 農用地利用計画変更案に対する異議申出書の写し及び市決定書の写し（異議申出があ
った場合のみ）

(5) 農業振興地域整備計画変更案
(6) 関係機関からの回答書の写し
(7) 関係図面
（変更内容の送付）

第 13条 市長は，所定の手続き終了後に法第 12条に定める公告を行い，変更の翌月５日ま
でに公告文の写し及び変更後の計画書写しに市町村農業振興地域整備計画策定・変更に

係る一覧表（道が定める様式）を添えて北海道知事に送付する。

（変更内容の記録）

第 14条 市長は，計画の変更完了後，速やかに農業振興地域整備計画の変更申請記録台帳

（別紙様式 13）により変更内容を記録するとともに，旭川農業振興支援システム及び縦
覧用図面等関係書類を計画変更後のものに整備する。

（変更完了通知）

第 15条 市長は，計画の変更完了後，申出人に対して計画変更完了通知書（別紙様式 14）
にてその旨を通知する。

（その他）

第 16条 その他，計画変更に必要な事務手続きについては，必要に応じて北海道上川総合

振興局，旭川市農業委員会その他関係機関と協議の上，旭川市農政部農政課で定める。

附 則

この要領は，平成 23年 10月 20日から施行する。
この要領は，令和 3年 4月 1日から施行する。


